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危 機事 態 の発 生

自然災害，テロ・武
力攻撃，感染症，食
中毒など

「旭川市地域防災計画」
「旭川市国民保護計画」
「旭川市健康危機管理基本
指針」に基づき対処

左記の事例以外で市民の生命や財
産への被害，行政運営への支障等
が生じる事件事故等

所管部局

所管が明確 所管が不明確

統括危機管理責任者が
主管対応部局を決定

レベル ２

統括危機管理責任者
が危機レベルを決定

市長，副市長（秘書課長）
統括危機管理責任者

主管部（課）
危機対策会議

庁内
危機対策会議

危機対策本部

委員長
主管部長

副委員長
主管課長
委員

主管部内関係課長
広報担当者

主管部長の指名す

る者

委員長
副市長

副委員長
主管部長
委員

関係部局の部長等
危機対策広報担当者

主管部局の危機管

理推進者

本部長
市長

副本部長
副市長
本部員

関係部局の部長等
危機対策広報室
広報広聴課長，主
管部局の危機管理
推進者等

レベル ３レベル 1

情報入手部局等

移行移行

移行移行


